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掛川市規則第２６号

掛川市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２５年６月２８日

掛川市長

（別紙）
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掛川市税条例施行規則の一部を改正する規則

掛川市税条例施行規則（平成17年掛川市規則第39号）の一部を次のように改正する。

様式第17号を次のように改める。

様式第17号（第11条関係）

（上欄）

督促状

年度

税

様

掛川市長 氏 名 印

税が未納となっております。至急納付してください。なお、納付済の場合は行

き違いですので、ご了承ください。

お問い合わせ 課 係 TEL
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（下欄）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 督促手数料 □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ 督促手数料 円 ま
い さ す。

納 で 督促手数料 円 い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、市税等の納期限、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示、納付場所等
を記載する。
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様式第22号（表面）を次のように改める。
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様式第22号（第12条関係）

（表面）

年度市民税・県民税 申告書 整 理 番 号 長あて

業種又は職業 提 出 年 月 日

現住所 電話番号

申告者本人の
世 帯 主 の 氏 名 続 柄

生 年 月 日
フリガナ 様

明・大
氏 名 , 昭・平 ・ ・

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

損害の原因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類 事 営 業 等 ア

・ ・ １ 業 農 業 イ
⑩
雑 損 控 除 損 害 金 額 保 険 金 な ど で 差 引 損 失 額 の う ち 不 動 産 ウ

補てんされる金額 災害関連支出の金額 収
利 子 エ

円 円 円
入 配 当 オ

⑪ 支 払 っ た 医 療 費 保険金などで補てんされる金額
医療費控除 給 与 カ

円 円 金
公的年金等 キ

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料 雑
⑫ 額 そ の 他 ク
社会保険料 円 総
控 除 合 短 期 ケ

等 譲
渡 長 期 コ

合 計 一 時 サ

⑭ 新 生 命 保 険 料 の 計 旧 生 命 保 険 料 の 計
生命保険料 営 業 等 ①控 除 円 円 事

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計 業 農 業 ②
円 円

不 動 産 ③介 護 医 療 保 険 料 の 計
２

円 利 子 ④所
⑮ 地 震 保 険 料 の 計 旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計
地震保険料 得 配 当 ⑤控 除 円 円

金
⑯～⑰ ⑯ □ 寡婦（寡夫）控除 ⑰ □ 勤労学生控除

給 与 ⑥寡婦(寡夫)､ （学校名） 額

勤労学生控除
□死別 □生死不明
□離婚 □未帰還 雑 ⑦

⑱ 氏名 障害の程度
級
度障害者控除 総合譲渡・一時 ⑧

氏名 障害の程度
級
度

合 計 ⑨⑲～⑳ 配 偶 者 の 氏 名 生年月日 明・大
・ ・配偶者控除 昭・平

・配 偶 者 雑 損 控 除 ⑩
特 別 控 除 配 偶 者 の 円

合計所得金額
医 療 費 控 除 ⑪

氏 名 生 年 月 日 同居・別
続柄 控除額○21 居の区分 ４

社会保険料控除 ⑫
扶 明･大 □ 同 居 万円 所

昭･平 ・ ・ □ 別 居
養 得 小規模企業共済等 ⑬

明･大 □ 同 居 掛 金 控 除
控 昭･平 ・ ・ □ 別 居 か

生命保険料控除 ⑭
除 明･大 □ 同 居 ら

昭･平 ・ ・ □ 別 居
差 地震保険料控除 ⑮

○22 □ 同 居(

扶16 平 ・ ・ し控 歳 □ 別 居 寡婦（寡夫）控除 ⑯
除養

未対 □ 同 居 引
象親

満 平 ・ ・ 勤労学生、障害者 ⑰～
外 □ 別 居 か 控 除 ⑱) 族の

扶養控除 れ 配 偶 者 控 除 ⑲
別居の扶養親族や専従者がいる場合には、裏面に
氏名及び住所を記入してください。 額の合計 る

配偶者特別控除 ⑳
５ 事業専従者に関する事項 金

専 氏 名 続柄 生 年 月 日 支 給 額 額 扶 養 控 除 ○21

従 明 大 昭 平 ・ ・
基 礎 控 除 ○23

者 明 大 昭 平 ・ ・

合 計 ○24
分離課税に係る所得等のある方は、裏面に記載してください。
裏面にも記載する欄がありますから注意してください。
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様式第23号を次のように改める。
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様式第23号（第12条関係）

（１枚目）

年度

市民税・県民税 納税通知書

様

市民税・県民税額を下記のとおり決定しましたので通知します。

各納期の税額をそれぞれの納期限までに納めてください。

年 月 日

掛川市長 氏 名 印

普 通 徴 収 公 的 年 金 特 別 徴 収

納 税 義 務 者 期 別 納 期 限 徴 収 月

期割納付額 (円) 月 割 徴 収 額 (円)

世 帯 番 号 第１期分 ４月

通 知 番 号 第２期分 ６月

年 金 の 種 類 第３期分 ８月

支 払 者 名 称 第４期分 １０月

下記に記載のある方は口座振替納税です。 １２月

２月

金 融 機 関 ※右記の仮徴収額は、 年度に公的年金からの特別

徴収の対象者であり、 年度も引き続き公的年金 徴 収 月 仮 徴 収 額 （円）

の支払いを受ける場合、 年度分の市県民税額と

口 座 種 別 口座番号 して、公的年金の支払者が特別徴収の方法によって徴 ４月

収するものです。

口 座 名 義 人 ６月

納 付 区 分 ８月

※公的年金特別徴収対象者のみ
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（２枚目）

通 知 番 号 【市民税】

所 得 金 額 所 得 控 除 額 税額控除 税額控除額
税 額

給 与 収 入 金 額 雑 損 控 除 市 民 税 県 民 税

総 給 与 所 得 医 療 費 控 除 総 所 得

合 営 業 等 所 得 小 規 模 企 業 共 済 山 林 所 得

課 農 業 所 得 社 会 保 険 料 控 除 分 離 短 期 譲 渡 所 得

税 不 動 産 所 得 生 命 保 険 料 控 除 分 離 長 期 譲 渡 所 得

所 利 子 所 得 地 震 保 険 料 控 除 株 式 等 譲 渡 所 得

得 配 当 所 得 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得

の 公 的 収入金額 障 害 ・ 寡 フ ・ 勤 労 先 物 取 引 所 得

年金等内 所得金額 配 偶 者 控 除 特 例 肉 用 牛 所 得

訳 そ の 他 配 偶 者 特 別 控 除 税 額 控 除 額

雑 所 得 扶 養 控 除 所 得 割 額 【県民税】

短期･長期･一時所得 基 礎 控 除 均 等 割 額 税額控除 税額控除額

所 得 控 除 計 合 計

損 失 の 繰 越 控 除 額 課 税 標 準 額 控対配 扶 養 障 害 年 税 額

総 所 得 金 額 総 所 得 特 老 16 そ 特 そ 給与特別徴収税額
有 無 老 同 歳 の 同 の

山 林 所 得 山 林 所 得 定 居 人 未 他 居 別 他 年金特別徴収税額
内 満 内

分 離 短 期 譲 渡 所 得 分 離 短 期 譲 渡 所 得 人 人 人 人 人 人 普 通 徴 収 税 額

分 離 長 期 譲 渡 所 得 分 離 長 期 譲 渡 所 得 控 除 不 足 額
本 人 該 当 事 項

株 式 等 譲 渡 所 得 株 式 等 譲 渡 所 得 普通 徴収 納付額
未 障害 寡婦 寡 勤

上場株式等の配当所得 上場株式等の配当所得 成 労

年 特 他 一 特 夫 学

先 物 取 引 所 得 先 物 取 引 所 得 生 還付 充当 可能額

特 例 肉 用 牛 所 得 特 例 肉 用 牛 所 得

（注）１枚目及び２枚目の裏面には、市民税・県民税課税の根拠等（納税義務者、課税標準、徴収区分の変更、納期限までに納付しなかった場合におい

て執られるべき措置、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示、税率等）を記載する。
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（３枚目）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 督促手数料 □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ 督促手数料 円 ま
い さ す。

納 で 督促手数料 円 い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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様式第42号を次のように改める。
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様式第42号（第13条関係）
（１枚目）

年度

固定資産税・都市計画税 納税通知書

様

固定資産税額及び都市計画税額を下記のとおり決定しましたので通知します。

各納期の税額をそれぞれの納期限までに納めてください。

年 月 日

掛川市長 氏 名 印

期 別 期割税額 (円） 納 期 限

第１期分

所 有 者
第２期分

第３期分

世 帯 番 号 第４期分

通 知 番 号 この税金についてのお問い合わせ

〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１

下記に記載のある方は口座振替納税です。 掛川市役所

※個人情報保護のため口座番号の一部が「＊」表示となっています。 課税について

土地に関すること 課 係

家屋に関すること 課 係
金 融 機 関

償却資産に関すること 課 係

口 座 種 別 口 座 番 号 納税について

納付書の再発行、口座振替、督促状及び納税相談に関すること

口座名義人 課

納 付 区 分

（注）裏面には、課税の根拠となった法律及び条例の規定、課税の方法、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置、行政不服審査法及

び行政事件訴訟法に基づく教示等を記載する。
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（２枚目）

年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書

土 地 の 課 税 標 準 額 家 屋 の 課 税 標 準 額 償却資産の課税標準額 課 税 標 準 額 の 合 計

（円） （円） （円） ! （円）

固定資産税

都市計画税

算 出 税 額 軽 減 税 額 敷地権持分税額 確 定 税 額

" （円） # （円） （円） " － # （円）

①

固定資産税

②

都市計画税

減 免 税 額 年 税 額

$ （円） ①＋②－$ （円）

1.4

算出税額" ＝ 課税標準額の合計! × 税率
固定資産税

100

0.3
都市計画税

100

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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（３枚目）

年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書 掛川市

枚目 枚中

所 有 者 納税管理人 世 帯 番 号

通 知 番 号

土 地 又 は 家 屋 の 所 在 地 家 屋 番 号 前 年 度 固 定 資 産 税 課 税 標 準 額 ( 円 ) 当 該 年 度 固 定 資 産 税 課 税 標 準 額 ( 円 )
資産

課税地目（住宅区分）又は家屋用途・構造・屋根・階数 建築年次 課 税 地 積 又 は 床 面 積 ( ㎡ ) 前 年 度 都 市 計 画 税 課 税 標 準 額 ( 円 ) 当 該 年 度 都 市 計 画 税 課 税 標 準 額 ( 円 )
区分

備 考 当 該 年 度 評 価 額 (円) 軽 減 税 額 (円) 差 引 税 相 当 額 (円)

（注）裏面には、課税明細書の内容、土地の課税標準額、都市計画税の概要について記載する。
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（４枚目）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 督促手数料 □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ 督促手数料 円 ま
い さ す。

納 で 督促手数料 円 い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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様式第47号及び様式第48号を次のように改める。

様式第47号（第14条関係）

（左上欄）

軽自動車税納税通知書

様

年 月 日

掛川市長 氏 名 印

世帯番号 年度 期分

通知番号 標 識 番 号 車種

識別番号

【納付者氏名】 税 額 円
様

お問い合わせ 課 係
納 期 限 年 月 日

＊下記の金額を納期限までに納付してください。

＊納税の取り扱い金融機関は、裏面をご覧ください。

（注）右上欄には、軽自動車税の税率表、賦課の根拠となる法律、行政不服審査法及び行政事件

訴訟法に基づく教示、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置等を記載

する。
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（ 下 欄 ）

領 収 証 書
静 岡 県 掛 川 市 納 付 書 原 符 兼 払 込 金 受 領 証 （ 掛 川 市 ） 軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書 (掛 川 市 )

納 入 済 通 知 書 （ 掛 川 市 ）

合 計 金 額 標 識 番 号
円

収 納 機 関 納 付 確 認 納 付 通 知 番 号
期 別

番 号 番 号 番 号 区 分
納 付 番 号

通 知 番 号
納 期 限 通 知

期 別 番 号 納 付 者 氏 名
取 扱 期 限 納 付 番 号 上 記 の 軽 自 動 車 に 係 る 軽 自 動 車 税 は 、

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 滞 納 が な い こ と を 証 明 し ま す 。
納 付 者 氏 名

証 明 書 有 効 期 限

税 額
税 額 円

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 円 上 記 を ｢*｣印 で 抹 消 し た も の 、 領 収 日
督 促 手 数 料 付 印 の な い も の は 無 効 で す 。

円 督 促 円 総 合 計 円 督 促 手 数 料 円
延 滞 金 円

, , 手 数 料 , 延 滞 金
延 滞 金 円 掛 川 市 長 氏 名 印

円
氏 納 合 計 金 額

付 合 計 金 額 円
名 者 円

領 納 期 限 取 扱 期 限

コ 収
収 取 扱 期 限

ン (ご 注 意 ) 日
納 金 額 を 訂 正 主 管 課 名 領 収 日 付 印

ビ し た 場 合 、 付
用 コ ン ビ ニ エ

ニ ン ス ス ト ア 印 主 管 課 名
で は 納 付 で
き ま せ ん 。 領 静 岡 県

（ 掛 川 市 ／ コ ン ビ ニ 本 部 控 ） 収 掛 川 市

静 岡 県 日 領 収 日 付 印

掛 川 市 付 収 入 印 紙 不 要

印

（ 金 融 機 関 ／ コ ン ビ ニ 店 舗 控 ） （ 納 付 者 控 ） （ 納 付 者 控 ）

お
問
い
合
わ
せ
窓
口
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

左
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

※
こ
の
領
収
書
は
５
年
間
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

お
支
払
の
場
合
は
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
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様式第48号（第14条関係）

軽自動車税納税通知書 （口座振替用）

様

下記のとおり決定しましたので通知します。

年 月 日

掛川市長 氏 名 印

世帯番号 年度 期分

通知番号 標 識 番 号 車種

識別番号

【納付者氏名】 税 額 円
様

金 融 機 関

口 座 種 別 口座番号 納 期 限 年 月 日

口座名義人

◎上記口座より自動振替されますので、振替不能にならないようご注意ください。

（注）裏面には、軽自動車税の税率表、賦課の根拠となる法律、行政不服審査法及び行政事件訴

訟法に基づく教示、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置等を記載す

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


